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議員提出議案第１４号 

   さいたまトリエンナーレ２０１６事業に係る検証と説明を求める決議 

 さいたまトリエンナーレ２０１６事業は、平成２８年９月から始まる事業の開催機

運の醸成を図るため、今年度、様々なプレイベントが開催されている。 

 しかしながら、今定例会において、それらプレイベントと来年度に予定されるトリ

エンナーレ２０１６事業との関連性、相互作用や相乗効果、市民の文化活動や地域経

済に与えるインパクトなどについて十分な説明を得ることができず、同事業に係る予

算案の修正措置を講じたところである。 

 市民の負担を原資とする公金を投入する以上、行政として実施する事業についての

合理性や期待される効果などについて明らかにすることは当然のことと考える。 

 よって、市執行部においては、改めて、当該事業の目的を明確化し、その目的の達

成に至る事業計画、経済波及効果などを適切な手法により検証・把握するとともに、

事前に議会や市民に対して適宜説明を行い、十分な理解と協力が得られるよう専心し

ていくことを強く求める。 

 以上、決議する。 
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